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22-49 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定  
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※ 同内容で協定締結している施設 ： 恒心福祉会 あらしま苑 
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22-50 災害発生時における福祉避難所への介護用品等の確保に関する協定  
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22-51 災害時における緊急物資輸送等に関する協定  
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22-52 地域における協力に関する協定  
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22-53 太陽光発電蓄電池式 LED灯の設置に関する協定 
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22-54災害時における地図製品等の供給等に関する協定 
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22-55 火災時における消防用水の確保に関する協定 
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22-56 災害時における救援物資等拠点の運営に関する協定 

 

スギハラプロテック株式会社（以下「甲」という。）と鳥羽市（以下「乙」という。）は、

乙の区域内において災害対策法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に定める災害が発

生し、又はそのおそれがある場合（以下「災害時」という。）における救援物資集積場所の

提供及び運営協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時において、乙が甲に対して行う救援物資集積場所の提供及び運

営協力要請に関し、その手続き等について定め、被災者に対して食料及び生活必需品等の

物資の安定供給を行うことにより、生活の安定を図ることを目的とする。 
 

（協力の内容） 

第２条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる事項について協力を要請することができる。 

(1) 甲の所有又は管理する施設の使用 

(2) 救援物資運営に必要な資機材の提供及び協力 

(3) その他乙の要請により甲が応じられる事項 
 

（協力の要請） 

第３条 前条各号に掲げる事項（以下「協力業務」という。）の要請は、要請書（第 1号様

式）の提出をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で支援協力を要

請し、後日、要請書を提出できるものとする。 
 

（協力業務の方法） 

第４条 甲は前条の規定により要請を受けたときは、乙の指示に従い、可能な範囲で協力業

務を行うよう努めるものとする。 
 

（費用の負担）  

第５条 施設及び資機材の使用料は無償とする。 
 

（施設・資機材の破損時の対応） 

第６条 使用された施設・資機材が破損した場合については、乙が復旧に係る費用を負担す

るものとする。ただし、地震等の災害により損傷した箇所についてはこの限りではない。 
 

（損害補償） 

第７条 乙は、協力業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は

障害の状態となったときは、鳥羽市消防団員等公務災害補償条例（昭和 41 年条例第 16

号）の例により、これを補償するものとする。 
 

（連絡調整等） 

第８条 この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙にそれぞれ連絡責任者及び連絡先を

別途定めるとともに、平時より連絡調整を行うよう努めるものとする。 

２ 甲は、乙から要請があったときは、可能な範囲内で乙が実施する訓練に参加するものと

する。 
 

（災害時の情報提供） 

第９条 甲及び乙は、協力業務の実施にあたり、相互に災害情報の積極的な提供を行うもの

とする。 
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第１号様式（第３条関連） 

第     号   

年  月  日   

 

  

スギハラプロテック株式会社  様 

 

鳥羽市長         印 

        

 

 

要 請 書 

 

 災害時における救援物資集積場所の提供等協力業務について、次のとおり要請しま

す。 

 

(1) 期  間 
    年  月  日（  ）～    年  月  日

（  ） 

(2) 場  所 

 

(3) 協力業務 

の 内 容 

 

(4) そ の 他 

   必要事項 
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22-57 災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定 
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22-58 災害時における応援業務に関する協定 
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22-59 災害時に係る情報発信等に関する協定 
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22-60 災害時における資器材のレンタルに関する協定 
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196 

 

22-61 地域ＢＷＡを利用した避難所Ｗｉ－Ｆｉに関する提供機器と回線提供 

について 
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198 

 

22-62 「鳥羽市ハザードマップ」協働発行に関する協定 
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22-63 各種災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集および情報連携に 

   関する協定 
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